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事 業 の 概 要 担当課：農地整備課 

事業名 県営農地整備事業 大谷
お お や

東部
と う ぶ

地区 
事業 

主体 
 栃木県 

事業箇所 小山市
お や ま し

横倉
よこくら

、横倉
よこくら

新田
しんでん

、田間
た ま

、武井
た け い

地内 

事業の目的、事業発案の経緯・背景  

本地区は、小山市の南東部の茨城県境に位置し、大正11～14年に耕地整理事業を実施した水田地帯である

が、圃場の区画が小さく、水路は用排兼用で水管理に多大な労力を要するとともに、農道も狭く、担い手が利

用しづらい状況となっている。 

こうした中、担い手の体質強化や収益力の向上を目的として圃場整備への農業者の機運が高まり、平成２８

年４月に「大谷東部地区圃場整備準備委員会」が設立され、関係機関・団体と協議しながら事業参加農家の合

意形成が図られてきた。 

本事業の実施により、水田の大区画化・汎用化や省力化技術の導入による生産コストの低減、担い手への農

地集積・集約化を推進するとともに、園芸作物の生産拡大を促進していくことにより国際化に対応できる収益

性の高い産地づくりを目指すものである。 

事業内容  

【計画の基本スタンス】 

・農作業の効率性を高めるため、圃場の標準区画を10０ａとして大区画化を進める。 

・農地の汎用化を図るため用水路と排水路を分離して整備するとともに、水管理の省力化を図るため、担い手

に対しＩＣＴを活用した「ほ場水管理システム」を導入する。 

・農地中間管理機構との連携による担い手への農地集積・集約化を８割以上とする。 

・湿田を解消し、高収益作物の導入を図るため、暗渠排水を整備する。 

・農産物の効率的な運搬や大型機械の導入を図るため、農道の標準幅員を５ｍとして整備する。 

・区画整理：８３.６ｈａ（水田８１.４ｈａ、畑２.２ｈａ） ※標準区画：１００ａ 

 ・整 地 工：83.6ha 

・道 路 工：７.２ｋｍ ※標準幅員：５ｍ 

・水 路 工：２２.４ｋｍ（用水路１１.５ｋｍ、排水路１０.９ｋｍ） 

・暗渠排水工：８１.４ｈａ 

事業予定 

期間 

令和２年度～令和７年度（6ヶ年） 

事業

見込

額 

及び

内訳 

総事業費 １８.２億円 

測量設計：令和２年度 

工事実施：令和３年度～６年度 

換地処分：令和７年度 

 

事業費 

内 訳 

工 事 費：１６.１億円 

測量設計費： ０.７億円 

用地補償費： ０.１億円 

換 地 費： １.３億円 

 

財源 

内訳 

国  費：５０％ 

県  費：３０％ 

市  費：１５％ 

地元負担： ５％ 

事業概要図  

 

 別紙のとおり 

県計画への位置付け  

県農業振興計画「とちぎ“進化”躍動プラン」の農政の基本方針において、担い手への農地集積・集約化に

向け、水田の大区画化等を推進することとしており、本地区においても、農地整備事業による農地の集積・集

約化を図ることとしている。 

他計画・他事業との関連  

小山市農業振興地域整備計画の農業生産基盤の整備開発計画において、当地域は「大区画化に向けた圃場整備

を実施し農道等の条件整備を行い機械化農業に対応し得る農用地として確保する」地域として位置付けられてい

る。 

  

資料５－３ 栃木県公共事業事前評価 自己評価書【農政部 圃場整備事業】 
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事 業 の 評 価  

評 
  

価 
 
 

の 
 
 

視 
 
 

点 

1.事業の必要性 

 本地区は小区画の水田で生産効率が低いため、競争力の高い農業の実現に向けて、

担い手への農地集積・集約化と園芸作物の生産拡大等による収益力向上を図るため、

水管理の省力化、汎用性の高い大区画水田等の生産条件の改良が必要となっている。 

2.事業の適時性 

（今事業に着手する

理由等） 

 土地持ち非農家の増加など、少数の担い手が地域農業を支える構造が見込まれる中、

効率の良い生産基盤の確保に向けて、地域の推進組織を中心とした話合いが重ねられ、

農家の合意のもと事業化に向けた実施体制が整った。 

3.事業の適地性 

 本地区は周囲の畑を活用した複合経営が取り組まれており、小山市の農業振興地域

整備計画において、将来にわたり農業の振興を図ることが適当であり、農業基盤整備

が必要な地区と位置付けられるとともに、将来に向けた地域の営農構想において、整

備後の担い手や作物導入計画が明確化され、事業効果の発現が見込まれる。 

4.事業手法の適切性 

（県が事業主体とな

る理由等） 

本地区の受益面積は８３.６ha と広範囲であり、専門的な知識や経験が必要なこと

から国の事業実施要綱要領等に基づき、地元代表農家からの申請を受け、県が事業実

施する。 

 

 

 

 

5.事業により予想さ

れる効果及び影響 

 

・機能的な効果 

・経済的な効果 

・他計画、他事業へ 

の波及効果 

・環境への影響など 

○経済効果（費用対効果）     

 ･総費用総便益比（B/C） １.２２ 

 ･総便益（B） ２５.０億円  

※事業完了後40年間の効果を金銭に換算し現在価値化したもので、作物生産量増大効

果５.２億円、営農経費節減効果17.0億円、維持管理費節減効果△2.2億円、耕作放

棄防止効果40万円、農業労働環境改善効果1.2億円、地籍確定効果0.3億円、非農用

地等創設効果2.0億円、景観・環境保全効果0.3億円、国産農産物安定供給効果1.2

億円の合計。 

 ･総費用（C） ２０.４億円 

※総事業費を現在価値化したものと、事業完了後４０年間内に耐用年数を迎える施設

の再整備費等を現在価値化したものを加算した合計。『事業の概要』の「事業見込額

及び内訳｣とは異なる。 
 

○生産コストの低減 

  ほ場の大区画化や農道・用排水路等の整備による作業効率の向上、ＩＣＴを活用

した水管理の省力化及び担い手への農地集積・集約化を図り、生産コストを約５割

削減する。 
 

○農地の生産性の向上 

  農作業の効率化や暗渠排水工による農地の汎用化に伴い、ハトムギ、レタス等の

作付けが拡大となるなど、農地の生産性が向上する。 

          （現況）  （計画） 

    ･ハ ト ム ギ：０.４ha → ７.３ha 

    ･レ タ ス：２.３ha → ６.３ha 

    ･白 菜：０.２ha → ２.１ha 
 

○担い手（２０名）への農地集積 

           （現況）  （計画） 

･担い手の経営面積： ２４.３ha → ６８.０ha 

（集積率  ２１.７ %  → ８１.３ % ） 
 

○公共用地の円滑な創出 

  換地の手法により、小山市が整備する工業団地用地２２.５ha、栃木県が整備する

生態系保全用地０.１haを創出する。 
 

○環境への配慮 

環境に関する有識者を交えた環境配慮検討会の開催において、保全対象種及び、

環境配慮工法を選定し、魚類や両生類等の生息環境に配慮する。 

6.事業コスト縮減等

の可能性 
河川管理者との協議調整により排水樋管１箇所を既設利用し、コスト縮減を図る。 

事業の対応方針（案） 本事業については、令和２年度より事業着手する。 
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